
令和６年度社会課題の解決に資する試作品実証補助金 

交付要綱 

 

（趣 旨） 

第１条 埼玉県産業振興公社（以下、「公社」という。）は、県内の中小企業が、社会課題の

解決に向けて新たな技術を活用した試作品の実証等を行う取組に対し、予算の範囲内に

おいて補助金を交付する。 

 

（定 義） 

第２条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

一 中小企業 中小企業基本法第２条第１項に定める「中小企業者」をいう。 

二 試作品 デジタル、バイオ、マテリアル、カーボンニュートラル分野の新たな技術を

活用した上市前の製品をいう。 

 

（補助事業者） 

第３条 補助事業者は、次の全ての要件に該当する者とする。 

一 埼玉県内に登記簿上の本店、主たる事務所、製造拠点又は開発拠点のいずれかを有す 

る中小企業。 

二 代表者、または法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと。また、反社会的 

勢力との関係を有しないこと。また、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けていな 

いこと。 

三 法令順守上の問題を抱えていないこと。 

四 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な 

管理能力を有していること。 

 

（補助対象） 

第４条 補助の対象となる取組は、次のいずれかの要件を満たすものとする。 

一 試作品の実証試験を行う取組であること。 

二 試作品の実証試験を行い、さらに実証試験に基づいた試作品の改良までを行う取組

であること。 

三 既に実証試験を実施しており、実証試験に基づいた試作品の改良を行う取組である

こと。 

 

（補助対象経費） 

第５条 補助の対象となる経費は、前条の取組等を行う上で必要な経費のうち別表の経費

とする。ただし、消費税及び振込手数料、代引手数料等の手数料は対象外とする。 

 



（補助金の額・補助率） 

第６条 補助金の額は前条の経費とし、５０万円を上限とする。補助率については、当該所

要経費の１０分の１０以内とする。 

 

（交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者は、様式第１号により交付申請を行わなければ

ならない。 

２ 交付申請に係る手続は、別に定める。 

３ 補助金の交付を受けようとする者は、別紙記載の暴力団排除に関する誓約事項につい

て確認の上、同意し、交付の申請に当たって添付するものとする。 

 

（補助金の交付決定） 

第８条 公社理事長は、当該申請に係る補助金の交付又は不交付を決定し、交付を決定した

者には様式第２号により速やかにその旨を通知し、不交付を決定した者にもその旨を通

知する。 

 

（事業の開始） 

第９条 補助事業者は、第８条の規定による交付決定通知を受領した日以後、速やかに当該

事業に着手しなければならない。 

 

（計画の変更） 

第１０条 補助事業者は、補助事業に係る計画を変更しようとするときは、あらかじめ様式

第３号の申請書を公社理事長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 前項で定める申請書の提出が必要な計画の変更は、別に公社理事長が定める。ただし、

次に該当する場合を除く。 

 一 開発内容又は計画の軽微な変更 

 二 同じ経費区分内における経費の流用 

３ 公社理事長は様式第３号による申請があったときは、内容を審査し適当と認められる

ときは、様式第４号の補助事業計画変更承認書により補助事業者に通知するものとする。 

 

（補助事業の中止又は廃止） 

第１１条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ様式第

５号による申請書を公社理事長に提出し、その承認を受けなければならない。 

 

（状況報告） 

第１２条 補助事業者は、補助事業の遂行状況について、公社理事長の要求があったときは、

公社理事長が別に定める日までに様式第６号の報告書を公社理事長に提出しなければな



らない。 

 

（実績報告） 

第１３条 補助事業者は、補助事業に係る実績報告を様式第７号により行わなければなら

ない。 

２ 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業の完了した日（補助事業を中止又は廃止した

ときはその承認を受けた日。）から２１日以内又は補助金の交付決定に係る会計年度内で

公社理事長の定める日のいずれか早い日までとする。 

 

（補助金額の確定） 

第１４条 公社理事長は、前条の実績報告書の提出があったときは、当該実績報告書の審査

及び必要に応じて行う現地調査等により、交付すべき額を確定し、様式第８号に定める額

の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。 

 

（補助金の支払） 

第１５条 補助金の支払は、精算払によるものとする。補助事業者は、補助金の支払を受け

ようとするときは、様式第９号に定める交付請求書により補助金の交付を請求するもの

とする。 

２ 公社理事長は、補助金交付請求書及び添付書類の内容を審査し、適当と認めるときは補

助金を交付するものとする。 

 

（補助金の交付決定の取消） 

第１６条 公社理事長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第８条の規

定に基づく本補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。 

一 虚偽申請等不正事由が発覚したとき。 

二 交付決定の内容又は目的に反して本補助金を使用したとき。 

三 本事業に係る公社理事長の指示に従わなかったとき。 

四 補助事業者（法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従業員

若しくは構成員を含む。）が、暴力団員等に該当するに至ったとき。 

五 その他本補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。 

 

（補助金の返還） 

第１７条 公社理事長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、既に

補助金が交付されている場合は、期限を定めて、補助事業者にその返還を命ずるものとす

る。 

 

 



（財産の処分） 

第１８条 補助事業者は、補助事業により取得した財産を処分しようとするときは、あらか

じめ様式第１０号による財産処分承認申請書を公社理事長に提出し、その承認を受けなけ

ればならない。 

２ 財産処分の制限期間（前項に規定する申請書の提出期間等）は、事業完了（当該財産の

取得）後１年とする。 

３ 公社理事長は、補助事業者に対し、当該承認に係る財産を処分したことにより収入があ

ったときは、その収入に相当する額の全部又は一部を公社に納付させることができる。 

 

（事業化等の報告） 

第１９条 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する会計年度から３年以内に公社理事

長の要求があったときは、事業化等の状況について、３０日以内に報告しなければならな

い。 

 

（書類の整備等） 

第２０条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、

当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計

年度から５年間保管し、補助事業に関係する調査等に協力をしなければならない。 

 

（補助事業等の公開） 

第２１条 公社理事長は、補助事業により行った事業について、必要があると認められると

きは、その事業の情報（補助事業者名、補助事業テーマ名、補助金額等）を公開すること

ができるものとする。 

 

（その他） 

第２２条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、公社理事長が

別に定める。 

 

 

 

 

附 則 

この要綱は、令和６年５月１５日から施行する。 

  



別表 

補助対象経費 

区分 科目 内容 

実証に関する経費 

技術指導費 
実証を行うに当たって、外部（専門家等）から技術

指導を受ける場合に要する経費 

運搬費 
実証を行うに当たって、資材等を運搬するための経

費（燃料費除く） 

外注費 
実証の実施に必要な試料の分析、法定検査、調査等

の外注に必要な費用 

委託費 
実証に関して、自社内で不可能な事業の一部につい

て、外部の事業者等に委託する場合に要する経費 

使用料 
実証を行うに当たって、施設等を利用するための経

費 

その他経費 
上記以外で、実証を行うに当たって、公社理事長が

特に必要と認める経費 

改良に関する経費 

技術指導費 
改良を行うに当たって、外部（専門家等）から技術

指導を受ける場合に要する経費 

原材料費 
補助事業の実施に直接使用し消費される原材料、消

耗品の購入に要する経費 

修繕費 
補助事業に必要な機械装置・工具・器具・備品・構

築物等の保守又は修繕に要する経費 

賃借料 
補助事業に必要な機械装置・工具・器具・備品・構

築物等の賃借（リース）等に要する経費 

外注費 
改良の実施に必要な機械装置の設計、試料の製造等

の外注に必要な費用 

委託費 
改良に関して、自社内で不可能な事業の一部につい

て、外部の事業者等に委託する場合に要する経費 

機械装置・ 

工具器具備品 

補助事業に必要な機械装置・工具・器具・備品等の

購入、製造、改良、据付けに要する経費 

その他経費 
上記以外で、改良を行うに当たって、公社理事長が

特に必要と認める経費 

※ 消費税及び振込手数料、代引手数料等の手数料については補助対象外とする。 

※ 改良に関する経費の技術指導費及び外注費、委託費の合計は補助対象経費総額の 2 分の 1

以内とする。 

※ 補助事業者が自ら外注及び委託をしていることが明らかな場合のみ、補助対象経費として

認める。 


